
島
根
大
学
法
政
研
究
会
は
、
島
根
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
法

経
専
攻
コ
ー
ス
の
教
員
並
び
に
院
生
、
法
務
研
究
科
教
員
を
中
心
的

構
成
員
と
し
、
年
五
〜
六
回
の
ペ
ー
ス
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
二
○

○
八
年
度
の
活
動
状
況
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
報
告
要

旨
は
、
各
報
告
者
が
研
究
会
案
内
掲
載
用
に
作
成
し
た
も
の
を
基
に
、

当
日
の
報
告
を
踏
ま
え
て
、
事
務
局
の
責
任
に
お
い
て
改
編
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
。(

法
政
研
究
会
事
務
局
・
植
松
健
一
／
足
立
友
子)

第
一
回

五
月
一
四
日

江
渕
武
彦

(

法
経
学
科
・
民
事
法)

｢

朝
日
村
村
有
林
を
め
ぐ
る
訴
訟｣

【
報
告
要
旨
】
こ
れ
は
、
現
地
調
査
に
も
と
づ

い
た
あ
る
入
会
権
訴
訟
の
研
究
報
告
で
あ
る
。

入
会
権
に
つ
い
て
は
、
法
源
と
な
る
慣
習
の
調

査
が
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
専
門
研
究
者
に

よ
り
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
昭
和
五
○
年
代
後

半
よ
り
、
慣
習
調
査
だ
け
で
な
く
、
入
会
権
を

め
ぐ
る
紛
争
の
実
体
を
把
握
す
る
た
め
の
訴
訟

研
究
が
調
査
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
。
近

年
で
は
入
会
権
研
究
者
は
少
な
く
な
り
、
法
社

会
学
会
や
農
業
法
学
会
な
ど
に
お
い
て
も
、
頻

発
し
て
い
る
入
会
権
訴
訟
に
つ
い
て
実
体
が
把

握
さ
れ
ず
、
こ
れ
に
関
す
る
情
報
不
足
、
法
学

者
の
入
会
権
に
関
す
る
無
関
心
、
法
曹
人

(

と

り
わ
け
裁
判
官)

の
先
入
観
や
偏
見
が
深
刻
な

問
題
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
六
二
年
に
、
山
形

県
東
田
川
郡
朝
日
村

(

平
成
一
七
年
に
鶴
岡
市

に
合
併)

の
村
有
財
産
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る

二
○
○
八
年
度

島
根
大
学
法
政
研
究
会
実
施
報
告
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山
林

(

約
四
二
○
○
ヘ
ク
タ
ー
ル)

に
つ
き
地

域
住
民
の
共
有
入
会
権
又
は
地
役
入
会
権

(

民

法
二
六
三
条
・
二
九
四
条)

の
存
否
を
め
ぐ
る

訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。
平
成
一
○
年
に
、
山
形

地
裁
鶴
岡
支
部
で
第
一
審
判
決
が
、
同
一
二
年

に
仙
台
高
裁
秋
田
支
部
で
第
二
審
判
決
が
言
い

渡
さ
れ
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
見
過
ご
し
難

い
問
題
が
あ
る
。
と
り
わ
け
後
者
に
は
、
現
在

で
は
理
論
的
に
否
定
・
克
服
さ
れ
て
い
る
は
ず

の

(

入
会
権
に
持
分
が
な
い
な
ど
の)

古
典
的

学
説
に
裁
判
所
が
引
き
ず
ら
れ
た
形
跡
が
あ
る
。

こ
の
問
題
の
中
に
、
第
一
審
原
告
の
当
事
者
適

格
論
が
あ
る
が
、
右
高
裁
判
決
は
、
給
付
訴
訟

に
お
い
て
こ
れ
を
問
題
と
し
、
訴
え
を
却
下
す

る
と
い
う
驚
く
べ
き
判
断
を
し
て
い
る(
本
来
、

当
事
者
適
格
は
確
認
訴
訟
に
お
い
て
問
題
と
な

る
の
で
あ
り
、
給
付
訴
訟
で
は
、
当
事
者
適
格

の
問
題
は
、
本
案
の
問
題
の
中
に
解
消
す
る
は

ず
で
あ
る)

。
判
決
当
時
、
信
頼
す
べ
き
入
会

権
の
理
論
的
文
献
と
し
て
、
川
島
武
宜
博
士
に

よ
る
解
説

(

注
釈
民
法

(

７)

物
権

(

２)

[

昭
和
四
三
年
、
有
斐
閣]

五
○
一
頁
以
下)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
担
当
裁
判
官
は
、
こ

の
基
本
的
文
献
を
読
ん
だ
形
跡
が
な
い
。
裁
判

所
の
資
料
室
に
、
注
釈
民
法

(

旧
版)

は
入
っ

て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

出
席
者

(

一
二
名)

(

教
員)

足
立
友
子
、
植
松
健
一
、
奥
谷
健
、
居

石
正
和
、
関
耕
平
、
永
松
正
則
、
野
村

泰
弘

(

院
生)

北
岡
大
、
左
野
恵
理
子
、
鈴
木
健
太
郎
、

野
口
一
、
他
に
法
務
研
究
科
院
生
一
名

第
二
回

六
月
一
一
日

奥
谷

健

(

法
経
学
科
・
税
財
政
法)

｢

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
と
医
療
費

控
除｣

【
報
告
要
旨
】
所
得
税
法
に
お
い
て
、
医
療
費

の
負
担
に
よ
る
担
税
力
の
減
殺
を
考
慮
す
る
医

療
費
控
除
制
度
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
所
得
税
法

七
三
条
、
お
よ
び
、
所
得
税
法
施
行
令
二
○
七

島
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条
に
よ
り
、
そ
の
対
象
と
な
る

｢

医
療
費｣

の

範
囲
が
限
定
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
範
囲
は
社
会
的
実
情
に
合
致
し

て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
課
税
庁
は
、
そ
の
範
囲

を
個
別
の
通
達
に
よ
っ
て
拡
大
し
、
運
用
し
て

い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
通
達
に
よ
る
、
い
わ
ば
要
件
緩
和
も
そ
の
基

準
な
ど
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
不
合
理
な
取

扱
い
が
生
じ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
本
報
告
で
は
、
居
宅
で
受
け
る
介

護
サ
ー
ビ
ス
へ
の
対
価
の
医
療
費
控
除
該
当
性

が
争
わ
れ
た
事
例
を
も
と
に
検
討
し
た
。

出
席
者

(

十
名)

(

教
員)

足
立
友
子
、
植
松
健
一
、
奥
谷
健
、
関

耕
平
、
永
松
正
則
、
三
谷
仁
美

(

院
生)

左
野
恵
理
子
、
鈴
木
健
太
郎
、
張
歌
、

野
口
一

第
三
回

七
月
九
日

三
谷
仁
美

(

法
務
研
究
科
・
民
事
法)

｢

民
事
責
任
の
機
能
と
し
て
の
制

裁｣

【
報
告
要
旨
】
民
法
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
目

的
は
損
害
填
補
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
七
○

年
代
の
公
害
・
薬
害
事
件
に
お
い
て
、
慰
謝
料

の
性
質
を
中
心
に
、
制
裁
性
の
議
論
が
強
く
主

張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
現
状
で
は
、

民
刑
峻
別
論
等
を
根
拠
に
、
民
法
に
お
け
る
制

裁
性
は
、
必
ず
し
も
成
熟
し
た
理
論
と
は
な
っ

て
い
な
い
。
報
告
者
は
、
損
害
賠
償
の
主
た
る

機
能
と
し
て
制
裁
性
を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
き
、

近
時
の
制
裁
関
連
立
法
、
高
額
賠
償
認
容
事
例

及
び
諸
外
国
の
動
向
等
を
鑑
み
、
そ
の
可
能
性

が
皆
無
と
は
考
え
て
い
な
い
。
本
報
告
で
は
、

当
該
状
況
を
踏
ま
え
、
制
裁
性
を
め
ぐ
る
近
時

の
裁
判
例
を
も
と
に
、
そ
の
可
能
性
を
検
討
し

た
。

出
席
者

(

一
三
名)

(

教
員)

赤
木
真
美
、
朝
田
良
作
、
足
立
友
子
、

植
松
健
一
、
関
耕
平
、
鈴
木
隆
、
須
田

二
○
○
八
年
度
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政
勝
、
永
松
正
則
、
三
谷
仁
美

(

院
生)

北
岡
大
、
左
野
恵
理
子
、
鈴
木
健
太
郎
、

野
口
一

第
四
回

十
月
八
日

①
左
野
恵
理
子(

人
文
社
会
科
学
研
究
科
院
生
・

民
事
法)

｢
白
紙
委
任
状
の
交
付
と
本
人
の

責
任｣

【
報
告
要
旨
】
代
理
取
引
の
前
提
と
し
て
、
本

人
が
代
理
人
に
対
し
て
便
宜
的
に
代
理
人
欄
、

委
任
事
項
欄
等
未
記
入
の
委
任
状
、
い
わ
ゆ
る

白
紙
委
任
状
を
交
付
す
る
こ
と
が
あ
る
。
白
紙

委
任
状
は
、
文
字
通
り
内
容
が
白
地
で
あ
る
た

め
、
本
人
の
意
図
し
な
い
事
項
が
補
充
さ
れ
た

り
、
こ
の
白
紙
委
任
状
が
本
人
の
意
に
反
し
て

代
理
人
か
ら
別
の
者
に
転
々
交
付
さ
れ
て
、
第

三
者
と
の
取
引
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
本
人
の
白
紙
委
任
状
の
交
付
を
民

法
一
○
九
条
に
い
う
代
理
権
授
与
表
示
と
し
て
、

同
条
の
表
見
代
理
が
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
人
は
白
紙
委
任
状

を
交
付
し
た
以
上
、
そ
れ
が
本
来
の
代
理
行
為

で
は
な
く
、
転
々
交
付
さ
れ
別
の
取
引
に
利
用

さ
れ
た
場
合
に
も
、
本
人
と
し
て
当
該
代
理
行

為
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
本
報
告
で
は
、

裁
判
例
の
分
析
を
通

し
て
、
白
紙
委
任
状
の
交
付
行
為
と
本
人
の
帰

責
性
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。

②
鈴
木
健
太
郎(

人
文
社
会
科
学
研
究
科
院
生
・

税
財
政
法)

｢

組
合
課
税
に
つ
い
て｣

【
報
告
要
旨
】
わ
が
国
で
は
、
原
則
と
し
て
法

人
格
の
有
無
に
よ
り
法
人
税
の
納
税
義
務
者
と

な
る
か
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
法

人
格
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
民
法
上
の
組
合

(

以
下
、
組
合)

は
、
法
人
税
の
納
税
義
務
者

と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
組
合

が
法
人
格
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
組

合
自
体
は
事
業
の
主
体
と
は
な
ら
ず
、
各
組
合

島
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員
が
事
業
の
主
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
組
合
が
事
業
活
動
を
行
い
稼
得

し
た
利
益
は
組
合
に
は
帰
属
せ
ず
、
各
組
合
員

に
帰
属
し
て
い
る
も
の
と
し
て
課
税
が
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
課
税
は
、
組
合
を
通
り
抜
け
て

組
合
員
に
直
接
帰
属
す
る
こ
と
か
ら
パ
ス
・
ス

ル
ー
課
税
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
高

裁
平
成
一
三
年
七
月
一
三
日
判
決
に
お
い
て
、

最
高
裁
は

｢
労
務
の
提
供
や
支
払
い
の
具
体
的

態
様
等
を
考
慮
し
て
客
観
的
実
質
的
に
判
断
す

べ
き
で
あ
る｣

と
述
べ
、
組
合
か
ら
組
合
員
へ

の

｢

金
員｣

の

｢

支
払
い
が
当
然
に
利
益
の
分

配
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
は
な
い｣

と
判
示
し
、
組
合
が
組
合
員
に
支
払
っ
た
所
得

の
性
格
は
事
業
所
得

(

所
得
税
法
二
七
条)

で

は
な
く
給
与
所
得

(

所
得
税
法
二
八
条)
に
該

当
す
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
判
決
に
よ
り
最
高

裁
は
、
組
合
を
実
質
的
な
権
利
の
主
体
と
し
て

扱
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

組
合
を
法
人
税
の
納
税
義
務
者
と
し
て
法
人
税

を
課
す
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

組
合
に
対
す
る
法
人
課
税
の
妥
当
性
を
検
討
し

た
。

出
席
者

(

九
名)

(

教
員)

足
立
友
子
、
江
渕
武
彦
、
遠
藤
昇
三
、

奥
谷
健
、
中
林
吉
幸

(

院
生)

北
岡
大
、
左
野
恵
理
子
、
鈴
木
健
太
郎
、

張
歌

第
五
回

十
月
二
九
日

北
岡

大

(

人
文
社
会
科
学
研
究
科
院
生
・
日

本
法
制
史)

｢

明
治
二
六
年
旧
々
弁
護
士
法
制

定
ま
で
の
代
言
人
の
活
動
〜
島

根
を
一
例
と
し
て｣

【
報
告
要
旨
】
明
治
五

(

一
八
七
二)

年
四
月

二
七
日
、
初
代
司
法
卿
・
江
藤
新
平
は

｢

司
法

職
務
定
制｣

(

太
政
官
無
号
達)

を
制
定
し
、

近
代
的
司
法
制
度
の
整
備
に
本
格
的
に
着
手
し

た
。
弁
護
士
の
前
身
で
あ
る
代
言
人
が
合
法
化

さ
れ
た
の
は
、
こ
の
時
が
は
じ
め
で
あ
る
。
そ

二
○
○
八
年
度

島
根
大
学
法
政
研
究
会
実
施
報
告

八
五



こ
に
は
代
言
人
を
各
区
に
置
き

｢

自
ラ
訴
フ
ル

能
ハ
ザ
ル
者
ノ
為
メ
ニ
、
之
ニ
代
リ
其
訴
ノ
事

情
ヲ
陳
述
シ
テ
冤
枉

(

え
ん
お
う)

無
カ
ラ
シ

ム
。
但
、
代
言
人
ヲ
用
フ
ル
ト
用
ヒ
サ
ル
ト
ハ
、

其
本
人
ノ
情
願
ニ
任
ス｣

と
定
め
た
。
こ
こ
に

代
言
人
が
わ
が
国
の
法
制
上
初
め
て
登
場
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
代
言
人
と
し
て

の
資
格
要
件
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
制
限
を

設
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
所
謂
公
事
師
的

｢

三
百
代
言｣
が
横
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

｢

三
百
代
言｣

の
弊
害
是
正
の
た
め
、
代
言
人

資
格
に
つ
い
て
、
試
験
に
よ
る
免
許
制
が
導
入

さ
れ
た
の
は
明
治
九

(

一
八
七
六)

年
二
月
の

｢

代
言
人
規
則｣
(

司
法
省
甲
第
一
号
布
達)

に

よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
う
し
た
代
言
人
や
そ
れ
ら

の
諸
制
度
、
彼
ら
の
果
た
し
た
社
会
的
役
割
に

つ
い
て
は
旧
く
か
ら
の
研
究
が
あ
り
、
近
年
で

も
そ
れ
ら
の
研
究
は
進
ん
で
い
る
。
ま
た

『

東

京
弁
護
士
会
史』

(

一
九
三
五
年)

『

大
阪
弁
護

士
会
史
稿』

(

一
九
三
七
年)

な
ど
弁
護
士
会

史
の
編
纂
作
業
も
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
一
方
、
地
方
に
お
け
る
彼
ら
の

活
動
実
態
に
つ
い
て
は
近
年
よ
う
や
く
開
拓
さ

れ
始
め
た
研
究
分
野
で
あ
り
、
広
島
・
静
岡
・

兵
庫
等
の
地
域
に
は
進
ん
だ
先
行
研
究
が
あ
る

も
の
の
、
他
の
地
域
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
そ
の

存
在
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
そ
れ
ら
地
方
に
お
け
る
代
言
人
の
活

動
実
態
解
明
の
一
助
と
し
て
、
島
根
県
に
お
け

る
代
言
人
の
活
動
実
態
の
解
明
を
試
み
た
。

出
席
者

(

八
名)

(

教
員)

足
立
友
子
、
遠
藤
昇
三
、
奥
谷
健
、
居

石
正
和
、
永
松
正
則

(

院
生)

北
岡
大
、
左
野
恵
理
子
、
鈴
木
健
太
郎

島
大
法
学
第
五
二
巻
第
三
・
四
号

八
六


